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◆
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成　

年
中
に
給
与
、
年
金
、
家

２２

２１

賃
等
の
収
入
が
あ
っ
た
方
（
公
的
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、　

歳
未
満
は　

万
円
、　

６５

１０２

６５

歳
以
上
は　

万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
方
が
、
申
告
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

１５２

◆
非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
等
）
の
み
の
方
や
所
得
の
な
い
方
で
次
に
該
当

す
る
方

　
�
市
の
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

　
�
市
の
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（　

歳
以
上
の
方
）

６５

�
た
だ
し
、
次
の
方
は
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
�
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
方

　
�
１
か
所
か
ら
の
給
与
所
得
の
み
で
、
支
払
者
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
市
に
提
出
さ

れ
る
方
（
医
療
費
や
社
会
保
険
料
、
扶
養
な
ど
の
所
得
控
除
を
追
加
で
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す
）

問
合
先　

市
税
務
課
市
民
税
係
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日　

時　

２
月　

日�
　
 
午
前　

時
か
ら
午
後
３

２０

１０

時

会　

場　

ま
な
み
ー
る
（
９
西
４
）

対　

象　

給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者
等
で
医
療
費

控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の

還
付
申
告
を
す
る
方
や
年
末
調
整
を
し
て

い
な
い
方

問
合
先　

北
海
道
税
理
士
会
岩
見
沢
支
部

　
　
　
　
（
税
理
士
法
人
T
A
C
S
内
）

�
　

局
５
０
５
０

２２

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
で
も
、還
付
申
告

を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

◆
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し
た
場
合

◆
医
療
費
を
一
定
額
以
上
支
払
っ
た
場
合

◆
年
の
途
中
で
退
職
し
、再
就
職
し
て
い
な
い
方
な
ど

問
合
先　

岩
見
沢
税
務
署　
�
　

局
０
８
１
０

２２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、希
望
の
番
号
を
選
択
す
る

と
担
当
に
つ
な
が
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
岩
見
沢
税
務
署（
２
東
４
）�

�
�
�
�
�
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
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◆
印
鑑

◆
給
与
や
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

◆
収
入
や
必
要
経
費
を
集
計
し
た
書
類
（
収
支

内
訳
書
な
ど
）

◆
各
種
控
除
の
証
明
書（
医
療
費
・
国
民
健
康
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
社
会
保
険
料
・
寄
附
金
の
領
収
書
、国
民

年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の

控
除
証
明
書
）、障
害
者
手
帳
、障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
な
ど

◆
振
込
先
口
座
番
号
（
還
付
申
告
の
場
合
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い　

歳
以
上
の
方
で
も
、
介
護
保
険
法
の
要

６５
介
護
認
定
者
で
、
当
該
年
度
の　

月　

日
現

１２

３１

在
の
状
態
が
、
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
方

は
、
所
得
税
と
市
・
道
民
税
の
障
害
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
者
が
、
必
ず
し
も
控
除
の
対

象
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

市
高
齢
・
介
護
室
介
護
保
険
係

�
�
�
�
�
�
�

����������������

�����岩見沢税務署（２東４）
����　午前９時～午後５時
��������

申告期限　３月１５日� 
��������	
���	
����

申告期限　３月３１日�
������

問合先　岩見沢税務署
　　　　�２２局０８１０
※自動音声案内に従い、希望の番
号を選択すると担当につながり
ます。

�����空知支庁課税課（８西５）
����　午前９時～午後５時
�������

◆個人で事業をしている方
◇所得税の確定申告を行う方は、申告の必要がありません。
ただし、年の中途で事業を廃止したときなどは、廃止の日
から１か月以内に申告が必要です。
申告期限　３月１５日�
問 合 先　空知支庁課税課事業税係　�２０局００５０

�
�
�
�
�
�
�

◆
事
業
を
し
て
い
る
方
や
不
動
産
収
入
の
あ
る
方

◆
一
定
の
金
額
を
超
え
る
公
的
年
金
、
満
期
保
険
金
等
の
あ

る
方

◆
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

　
�
給
与
の
年
間
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

　
�
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

　
�
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超
え
る
方

２０

�
こ
の
ほ
か
に
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

岩
見
沢
税
務
署　
�
　

局
０
８
１
０

２２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
希
望
の
番
号
を
選
択
す
る
と
担

当
に
つ
な
が
り
ま
す
。　

���������������� �������	
�������	
��
����������	����������	��

自宅のパソ  コンから申告などの
手続きが簡単にできます。

��������������
�������
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